
 

2022 年 3 月 29 日 

各位 

ジブラルタ生命保険株式会社 

 

「失効取消制度」の導入 

 

ジブラルタ生命保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO 添田 毅司）は、2022 年

4 月1 日から、ご契約失効後、一定期間内であれば延滞保険料のお払い込みだけで保障が継続する、失効取消制度

を導入いたします。当社は、お客さまへ確実に保険金をお届けするという使命のもと、これからもお客さまにご満足いた

だける質の高い生命保険サービスの提供を目指してまいります。 

 

 

1. 概要 

失効取消制度とは、失効後の一定期間を失効取消可能期間と定め、期間中に失効取消に必要な延滞

保険料をお払い込みいただくだけで失効を取り消し、保障を継続する制度です。意図せず保険料のお払い込みが

できなかった場合でも、健康状態に関わらず失効時に遡って保障をご継続いただけます。 

 

2. お手続きについて 

⚫ 失効取消可能期間中※1 に延滞保険料をお払い込みいただきます。従来の復活手続時にご提出いただ

いていた復活申込書や告知書等のお手続き書類のご提出は不要です。 

⚫ 失効取消の完了後は、失効取消可能期間中に発生した保険事故も保障いたします。 

⚫ 失効取消可能期間経過後は、約款に定める復活可能期間中に復活のお手続きが可能です。 

※1 ご契約の失効取消可能期間につきましては、失効の際にお送りしている失効通知でご確認ください。 

 

3. 対象となる契約 

⚫ 2022 年 4 月 1 日以降に失効した契約（既契約も含みます）※2 

※2 対象となるご契約については、失効通知に本制度のご案内を記載いたします。 

 

 

【お問い合わせ先】 ジブラルタ生命保険株式会社 コールセンター TEL：0120-37-2269（通話料無料） 

 受付時間：平日 9:00～18:00 土曜 9:00～17:00（日・祝・12/31～1/3 を除く） 

 

 


